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淵野辺駅南口周辺まちづくり事業について、 
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大規模事業評価とは？ 

事業の必要性、妥当性等について自ら検証し、市民や専門家などのご意見を聴いた

上で、市として事業の対応方針を決定するために実施するものです。これら一連の過

程を公表することにより、意思形成過程の透明化を図り、市の説明責任を果たしてい

くことも、重要な目的の一つです。 

【対象事業】 

市が事業主体である事業のうち、全体事業費が２０億円以上の公共事業など 

【評価方法】 

○内部評価 

対象事業の所管課が作成した自己評価調書に基づき、行政内部に組織する局区内評価会議で 

検討を行います。 

○外部評価 

全体事業費が５０億円以上の事業については、内部評価に加えて、専門家で組織する「大規模

事業評価委員会」においても評価を行います。 

令和６年１０月１日に、大規模事業評価の実施に関する方針を

公表しました。 

１０月１５日から１１月１５日まで、大規模事業評価自己評価

調書について、市民の皆さまのご意見を募集します。 

【淵野辺駅南口周辺まちづくり事業に係る評価の時期（予定）】 

（１）大規模事業評価委員会：令和６年１０月７日（概要説明） 

（２）自己評価調書作成：令和６年１０月 

（３）局内評価会議：令和６年１０月  

（４）市民意見聴取：令和６年１０月１５日～１１月１５日  

（５）大規模事業評価委員会諮問：令和６年１２月 

（６）大規模事業評価委員会答申：令和７年１月  

（７）対応方針の決定：令和７年２月 

（８）対応方針の公表：令和７年２月 

 

１０月１５日から１１月１５日まで意見募集中 

大規模事業評価自己評価調書について、ご意見を募集しています。 

市ＨＰでご覧になれるほか、政策課、公園課、都市計画課、生涯学習課、 

各行政資料コーナー・まちづくりセンター（橋本・城山・中央６地区・大野 

南を除く）・出張所・公民館（沢井を除く）・図書館、公文書館、青少年学習 

センター、あさひ児童館、さがみはら国際交流ラウンジ、鹿沼公園管理事務 

所に配架しています。 

ご意見は、直接持参、郵送、ファクス、電子メールのいずれかの方法で、 

住所、氏名、電話番号、意見を書いて、政策課へご提出ください。 

〒252-5277 中央区中央 2-11-15 FAX:042-754-2280  

E-mail:seisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp 

意見の概要や市の考え方については、まとまり次第、市 HP などで公表予定です。 

相模原市 

マスコットキャラクター 

『さがみん』 

 
（☝市ＨＰ）
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★次世代に引き継ぐ淵野辺駅南口周辺のまちづくりに関するお問い合わせ先はこちらです。 

【事業全体について】  政策課  （電話：042-769-8203） 

【公園について】      公園課  （電話：042-769-8243） 

【まちづくりについて】都市計画課（電話：042-769-8247） 

【公共施設について】  生涯学習課（電話：042-769-8287） 

E-mail：seisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp 

「次世代に引き継ぐ淵野辺駅南口周辺のまちづくり」に関する情報は、市ホームページでご覧頂けます。 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1026823/machitsukuri/1015393/index.html 

 令和６年４月から、お問い合わせ先が変更となりました。 

引き続き、淵野辺駅南口周辺のまちづくりについて 

情報発信をしていきます！ぜひご覧ください♪ 

＜複合施設の想定規模＞ 

〇評価の視点 
【自己評価調書の概要】 

＜鹿沼公園・図書館敷地のゾーニングのイメージ図＞ 

　・公共が担う必要性はあるか

　・市が実施する必要性はあるか

　・整備手法は妥当か

　・事業規模は妥当か

　・整備場所は妥当か

　③事業の優先性 　・事業着手時期は適切か

　④事業の有効性 　・課題解決のための最も有効な手段か

　⑤事業の経済性・効率性 　・費用及びその内訳は適切か

　・周辺環境・景観との調和に配慮した検討がされているか

　・事業実施により、周辺環境・景観に及ぼす影響を想定し、
  　当該影響を低減/回避するための工夫がされているか

　①事業の必要性 

　②事業の妥当性 

　⑥環境・景観への配慮 
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